みのかも地域クラブ〇〇〇クラブ規約（参考例１）

　（目的）
第１条　この規約は、中学校部活動の地域展開に伴い、みのかも地域クラブ構想の理念に賛同し設立された団体の運営に関し、必要な事項を定め、子どもたちの多様な学びと経験が得られる「心の居場所」となるような環境の整備に努めるものとする。

　（名称・設置）
第２条　当クラブは、みのかも地域クラブ〇〇〇クラブ（以下「本クラブ」という。）と称し、事務局は代表者の自宅内に置く。

　（入会資格）
第３条　本クラブの入会には、次の要件を備えていなければいけない。
(1)  原則として、美濃加茂市立中学校及び美濃加茂市富加町中学校組合立中学校に在住する中学生とする。ただし、地域の実情に応じて他市町村の中学生の加入も認める。
(2)  本クラブが定める諸規定を順守する者であること。
(3)  第７条に規定する会費等を納入すること。

　（会員資格の喪失）
第４条　本クラブの会員資格は、退会、除名、死亡によって喪失する。

　（退会・除名）
第５条　本クラブの会員は任意で退会することができる。また、次の各号に該当する場合は総会の決議を経て除名することができる。
(1)  本クラブの会員が第３条各号に規定する要件を満たさないとき。
(2)  本クラブの会員が当規約に違反したとき、名誉を著しく毀損したとき。

　（保険加入）
第６条　本クラブの会員及び第８条に規定する指導者は、必ずスポーツ安全保険に加入しなければならない。

　（会費）
第７条　本クラブの会費は、１人あたり月額〇〇〇〇円とする。
(1)  会費は入会日が属する月から退会日が属する月分を支払う。
(2)  会費は臨時で徴収することがある。
(3)  一旦入金した会費は、理由の如何に関わらず返還はしない。
(4)  各種大会等に係る経費や活動に係る消耗品費等は別途集金する。

　（役員とその職務）
第８条　本クラブに次の役員を置く。
(1)  会長（代表者）１名：クラブを代表する責任者
(2)  副会長　若干名：会長を補佐し、会長不在時にはその職務を代理する。
(3)  会計　１名：クラブの会費等を管理し、会計事務を統括する。
(4)  その他　必要に応じて会長が選任する。

　（指導者）
第９条　本クラブの指導者は、美濃加茂市教育委員会（以下「市教委」という。）が主催する「指導者講習会」を受講し、「指導者講習会受講者証」を取得している者とする。
２　本クラブの指導者は、会長から委嘱された者とする。
３　本クラブの指導者の委嘱期間は毎年度内とする。ただし、国や岐阜県教育委員会が定めるガイドラインの内容を順守していないと市教委から判断された場合は、委嘱期間内であっても解職できるものとする。

　（会議）
第１０条　本クラブにおける会議の種類は次のとおりとする。
(1)  総会及び臨時会　役員、指導者及び会員各家庭の保護者が対象者
(2)  役員会議　役員が対象者

　（総会）
第１１条　本クラブの最高会議として次の各号の事項について決議する。
(1)  規約の改正
(2)  予算、決算及び活動方針、活動計画の承認
(3)  役員の選任
(4)  その他本クラブの運営に関する事項

　（役員会議）
第１２条　役員会議は次の各号について決議する。
(1)  予算、決算及び活動方針、活動計画の作成
(2)  備品の購入その他の重要な契約の締結
(3)  指導者の選任
(4)  その他重要な事項

　（総会及び役員会議の招集）
第１３条　総会は毎年１回会長が招集し、臨時総会は会長が必要と認めたときに開催する。
２　役員会議は役員が随時招集し開催する。
３　総会及び役員会議は、出席者の過半数をもって成立する。

　（総会及び役員会議の議決）
第１４条　総会及び役員会議の議決は、出席者の過半数によって決する。ただし、総会において議決権を有する会員は、各家庭を代表する保護者１名とする。

　（経費）
第１５条　本クラブの経費は、会費、事業費等による収入、補助金、寄付金、協賛金、その他の収入をもってあたる。

　（管理等）
第１６条　本クラブの経費は会計担当者が管理し、その会計年度は〇年〇月〇日に始まり、翌年〇年〇月〇日に終了する。

　（規約の改正）
第１７条　本クラブの規約を改正しようとする場合は、役員会議での承認を経て総会又は臨時総会において、出席者の３分の２以上の同意を得たうえで決する。

　（その他）
第１８条　本クラブの規約に定めのない事項については、会長が別に定める。

　　附　則
[bookmark: _GoBack]　この規約は〇年〇月〇日から施行する。
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